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Ⅰ．はじめに

　子ども一人ひとりのニーズに応じた支援・指導を行
おうとする特別支援教育の制度が平成１９年度から開始
され，様々な取り組みが試みられている。その一つと
して，小・中学校において障害のある児童生徒に対し，
食事，排泄，教室の移動補助等学校における日常生活
動作の介助を行ったり，発達障害の児童生徒に対し学
習活動上のサポートを行ったりする「特別支援教育支
援員（以下，支援員）」の活用がある（文部科学省，
２００７）。これは，小・中学校の通常の学級に在席してい
る児童生徒のうち，LD，ADHD，高機能自閉症により
学習や生活の面で特別な支援が必要な児童生徒が約
６％程度の割合で存在している可能性があり（文部科
学省，２００３），これらの児童生徒に対して学校としての
対応が求められ，地方公共団体が「介助員・学習支援
員」を国に要望していたことを受けて文部科学省が介
助員・学習支援員の活用状況を調査した結果（文部科
学省，２００６）等の実態を踏まえ，政府が支援員を地方
財政措置することを決定したことによるものである。
　この取り組みが始まってから現時点で３年目であ
り，その成果を論ずるには時期尚早であるが，支援員
の効果的な活用に関して更に検討すべき問題があるこ
とは確かである。例えば，支援員は，学級担任等の授
業をどのように補助すればよいのか，学級担任等と支
援員はどのように連携を図ったらよいのか，があげら
れる。
　支援員の運用にあたって担任教師等と支援員との
コミュニケーションや連携がうまくとられなければ
折角の支援員システムも効果的に機能しないことは
十分に考えられることである。
　本研究は，担任教師等と支援員の連携がうまくとら
れ，子どもに適切な支援がなされることを願い，支援

員の効果的な在り方を探ろうとするものである。
　今回は，現職教員が通常の小学校に支援員として加
わり，試行的な実践をもとに支援員の役割，支援員と
担任との連携，支援員の効果的支援，支援員の立場か
ら支援を行う上での困惑と要望等を事例的に検討し，
支援員の有効な活用に関する課題や現状を報告する。
このことにより今，支援員はどのようなことが求めら
れているのか，学級担任等の授業をどのように補助す
ればよいのか，学級担任等とどのように連携を図った
らよいのか，といった検討課題の一端は明らかにな
り，今後，更に支援員の効果的な活用に繋がると考え
る。

Ⅱ．支援員としての基本的留意事項

（１）想定した基本的役割
　支援員として従事するために教員免許状の取得は条
件にはなっていない。
　今回の試行的な実践を行うにあたり，支援員には次
の役割があると考えた。
①　基本的生活習慣確立のための日常生活の介助
②　発達障害の児童に対する学習支援
③　発達障害の児童に対する社会性の支援
④　学習活動・教室移動等における介助
⑤　児童の健康安全確保
⑥　学校行事に関する介助
⑦　周囲の児童の障害理解促進
（２）支援の方針
　支援員として学級に加わる場合，「担任が動きやすく
なる方法」，「特別な支援を必要とする全ての児童への
支援」を基本とし，常に全体の動きをみて，対象児童
を中心に学級全体の活動を支援することとした。
（３）担任・学校との連携
①　役割分担の明確化
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　学級担任は学級全体の指導者，支援員は一人ひとり
サポートする，とする役割分担を明確にした。
②　学校のルールの確認
　学校，学年の児童指導方針，生活と学習のきまりな
ど，校内の共通理解内容を把握し，他の先生方と共通
した対応と動きをした。特に，学級担任の学級運営方
針と学級のきまりは，授業・生活・問題行動への支援
で重要なので細部にも注意を払い，学級担任の指示を
仰いだ。特別支援教育コーディネーター，担任，その
他の支援員と連携して取り組むことを確認した。
③　一日の生活
　事前に一日の生活時間，時間割，授業と行事の内容
の予定を聞いておき，重要な箇所は教科書に目を通し
て，対象児童が支援を必要とする場所を予測する。
（４）支援対象児の困難さの理解
①　対象児童の困難さを知る
　支援を始める前に，学級全体と対象児を観察する時
間を確保した。学級全体の授業の様子と特別な支援を
必要とする児童の実態を把握した。
②　担任から具体的支援方法の情報を得る
　対象児のこれまでの経過から本年度の指導目標と具
体的指導方針，禁止事項を確認した。学級担任が考え
ている日常生活で個別に対応しなければならない場
面，集団の中の個別的配慮の情報交換を行った。
（５）支援の効果の検証
　今回の報告では，支援員が特別な支援が必要な児童
の中で常に支援が必要な児童Aの支援を軸に子どもと
支援者の行動記録を取り，支援前後の子どもの行動記
録から支援の有効性を検討した。
①　行動記録の収集
　支援にあたり，（ａ）学級全体の活動の流れの中で子
どもの先行行動に対して実施した支援，（ｂ）その結果
子どもの起こした行動，について担任と学級支援員に
分けて記録を収集した。
② 記録のまとめ方
　支援記録は，対象児を中心にして，それに絡む他児
童の行動を含め，授業展開の時間軸でまとめた。
（６）支援をつなげる工夫
①　支援記録の活用
　子どもによりよい支援を行うためには，関係者が情
報を共有することが必要であろう。支援記録は，同僚
の支援員，担任，特別支援教育コーディネーターが記
録を供覧してコメントを記入する様式にし，支援日の
朝打ち合わせで関係者に配布した。
②　連絡表
　支援の効率化を図るため，誰が支援に入ってもそれ
以前の子どもの状態が一目で分かるようにしておきた
いと考えた。同じ学級に入れ替わりで入る学級支援員
に前時までの，学級や児童の様子を伝達する「連絡表」
を作り，流れを踏まえた隙のない支援を目指した。

⑦　実施期間
　平成２０年５月から平成２０年１２月までの８ヶ月間とし
た。
⑧　支援員の学級の状況
　発達障害やその疑いを持つ児童が一般的に示されて
いる６.３パーセントの約２倍ほど在籍している。担任
の教師は１０年程の年程教員経験がある。

Ⅲ．支援の実際　−事例A−

（１）Aの概要
　２年生男児である（以下，Aとする）。通常の学級に
在籍している。医師からADHDの診断を受けており，
投薬を受けている。
　１年次では，自分の教室に入れないことが多かっ
た。着席行動の持続時間も短かく，教室から飛び出た
場合は，保健室やその時々で任意の場所で支援員と過
ごしていた。１年の担任は，授業や集団活動に参加で
きないAに対して工作好きのAのよさを生かし，折り
紙教本を渡し，折り紙に集中できる時間を設けた。
　２年生の５月，担任が支援員に要望したAの主な支
援内容は健康安全確保である。Aが学校から出ないよ
う注意し，怪我なく過ごせることが主要な要望であっ
た。支援員はAの状態を把握するために学級担任にエ
イメン・クリニック式ADD分類チェックリストを使
い，学級担任にチェックしてもらった。その結果，
ADHD（注意欠陥多動性障害）の基本症状に加え，気
分が頻繁に・周期的に変わったり，攻撃的であったり，
時に意地悪になったり，無神経になったりする症状を
併せ持っている傾向が示された。
（２）具体的な支援方法
　支援員はAの実態を観察した５月の支援記録と児童
の行動から，困り感を推測した。それを表１に示す。
Aの困り感からAの支援の主な内容は，信頼関係作
り，学習支援，健康安全確保，周囲の児童の障害理解
促進とした。支援の手立ては，次のとおりである。
①　信頼関係作り
・Aの不安を和らげるために支援員との信頼関係を築
き，安心できる環境を整える。
②　学習支援
・教室を飛び出していくAの安全確保と居場所の確認
をする。
・書くことを苦手するAに対して代筆を行う。
・苦手な課題に対しては小さな目標を設定して達成す
る体験を積ませて自信をつけさせる。
・目的意識が持てない隙間の時間が苦手なので，追試
を提示する。
・興味の持てないことに対してAが興味を持てる切り
口で提示する。
③　健康安全確保
・　他者への攻撃や事故など危険な行動を防止する。
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④　周囲の児童の障害理解促進
・他児童にAの良いところを認めてもらい，苦手なこ
とや理解しにくい行動をとってしまう理由を伝え
る。

（３）変容
　Aの５月から１２月までの行動の変化を表２に示し
た。入室時間と着席時間が長くなるという傾向が認め
られた。学習活動への参加は，効果的な個別的支援が
あれば参加できるようになった。学習ルールの定着
は，５月と比較して，私語，立ち歩き，迷惑行動は変わ
らない。しかし，退室する際に自ら担任に申し出て，
断りをするようになった。周囲の児童の障害理解促進
においては，Aのよさや困難さを理解している児童は
Aに寛容な態度を取れるが，Aの困難さが分からない
児童は，Aに対する特別な配慮が自分にも許されると
思い，Aと同じ行動をとり担任に注意され，納得でき
ない場面も見られた。
（４）効果的な支援の検討
　Aの変容が見られた，教室への入室と着席行動，学
習活動の参加に関わる支援について表３に示した。
①　教室への入室と着席行動への支援
　担任と支援員がAの目標を確認し，その方針を貫い
た。Aは，自分が教室に入れないことに対する罪悪感
と，教室に入らなければならないと思っていてもでき
ないもどかしさを感じているようであった。このよう
なAの気持ちに寄り添い無理強いしない基本方針で支
援した。具体的な段階別目標を次のように設定した。
　　・教室に近づく。
　　・教室に入る。
　　・教室での滞在時間を長くする。
　　・自分の席に座る。
　Aの状態から無理のない目標をスモールステップで
設定した。Aが正（プラス）の行動を取った時や約束
を守った時には大いに褒めて強化することが有効で
あった。
　担任から運動会の練習時間でAが動かないときには
無理でも動かすとの指示があり，無理に動かしたとこ
ろ，力で動かしたことに反発し，その後の支援員の言
葉に反応しなくなった。本人にやる気か無い時に，無
理強いするのは逆効果であった。
　また，予定を消えない情報として提示すること，約
束を守れたときに分かりやすく評価することが有効
だった。Aの小学校では，行事への対応を中心に時間
割変更が頻繁に行われていた。前の週に予定表が配布
されていたが，当日の急な変更も度々行われていた。
担任は，朝の会で予定の変更を言葉や板書で説明して
いた。支援員は，１日の予定，「何時何分から２時間目
が始まるよ」などの教室入室時間予告などを図１，２の
ように紙に書いて提示し，時間を守れたらシールを
貼った。

②　学習活動への参加
　基本的には，Aのよさを生かし，苦手なところを支
援員が補い，Aができた達成感を味わえるようにする
こととした。
・聴覚の優位性を生かした支援
　Aは，音読や暗唱が得意であり，教師の話しを聞い
てその内容を理解することができる。その一方，漢字
の練習，連絡帳の記入などを極端に嫌がる。Aの学習
の様子から聴覚情報の処理が得意だが，書字が苦手で
あると判断した。Aが学習に参加できない時は，問題
を読み上げるなどの聴覚情報を与え，Aの答えを支援
員が記述するといった支援した場合には，大半が問題
に最後まで取り組めた。更に学習ができた達成感によ
り，その後に続く学習では自ら問題集に答えを書き込
み，学習をすすめる行動も見られた。
・工作への集中力と想像力を生かした支援
　Aは工作が得意である。得意な工作でAが周囲の児
童に認められれば，Aは自分から動き出すだろうと考
えた。図工の授業で，支援員は友達との自然な交流に
なるような場面を意図的に設定した。例えば，Aが
自分の得意分野を活かして周囲の児童に説明をしたと
ころ，みんながAの技術と発想を認めて褒め称えた。
２時間続きの授業でも集中度が高く，作品が仕上がっ
たときは「トンボ作ったよ!見てみて，せんせい!」と
自らアピールし，作品に大満足だった。自分の能力を

図１　時間割の提示

図２　時刻の提示
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認められ，その自分に満足することで，自己有能感を
感じることができた。
・担任の先生とAの良さを共に見取ろうとする支援
　Aが，前向きな学習態度で取り組んでいる時や良い
意見をつぶやいた時は，担任の先生に聞こえるように
賞賛した。この方法により同時に学級の他児童の前で
ほめられる事になり，本人の自尊心が満足し，その後
の活動により積極性がみられた。
・児童の健康安全確保
　Aは教室に入れなかったためにAが教室の外にいる
時の他児の安全確保が必要であった。支援員が入った
ことによりAが物損，他害，自傷行為をすることを防
ぐことができた。
・担任が授業を続けることができた
　一人担任体制において，パニックが長引く，教室か
ら出て行くなどの行動がある児童がいる場合，担任は
学習を中断しなければならず，学級全体の活動が止

まってしまう。そこに支援員がいる場合には，特別な
支援が必要な児童に付き添うことができ，担任は授業
を続けることができる。そのため他の児童の学習活動
への影響が少なくなった。
・周囲の児童の障害理解促進
　周囲の児童の特別な支援を必要とする児童への理解
をすすめていくには，学校単位，学級単位で基本方針
を持って取り組んでいかなければ，成果は期待できな
いであろう。支援員ができることは，特別な支援が必
要な児童が抱える困難さを伝え，コミュニケーション
の問題を個別に支援し，周囲の児童とつなぐことだと
考えた。
　効果があった支援は次のとおりである。
・Aの言いたいことを代弁して周囲の児童に伝えるこ
とでAは自分が理解される満足感を味わえ，周囲もA.
考えていることを理解できた。
・Aは，人の気持ちが読み取れず，周囲の児童のちょっ

表1 　Ａの５月の行動記録からみた困り感の推測
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とした言葉やしぐさを，自分に対する非難だと感じて
トラブルに発展することがあった。Aと他児童の両者
がいる場所に支援員が行き，事情を聞いて関係の調整
をすることで対人関係の修復ができた。
・Aの良いところを周囲に知ってもらい，その良さを
認めてもらえれば，奇異と見られがちな本人への見方
も変わると考えた。本人の得意なことを，学級全体の
場で賞賛することで，そのすばらしさを素直に認めて
褒める児童らも出てきた。

Ⅳ．考　　察

　本研究では，通常の学級に在籍する特別な支援を必
要とする児童Aに対する試行的な実践を通して学級支
援員の支援の在り方を考察しようした。ここでは，
（１）支援員の役割，（２）支援員に求められる知識と
スキル，（３）学級支援員と学級担任との連携，（４）
支援の内容と方法，（５）支援員の要望，の観点から考
察する。
（１）支援員の役割
　支援を開始する前に想定した支援員の基本的役割
は，①基本的生活習慣確立のための日常生活の介助，
②発達障害の児童に対する学習支援，③発達障害の児
童に対する社会性の支援，④学習活動・教室移動等に
おける介助，⑤児童の健康安全確保，⑥学校行事に関
する介助，⑦周囲の児童の障害理解促進の七つであっ
た。

　対象児童のAは，身辺自立しており，運動機能に問
題はなかったので①と④は行なわず，学級支援員の基
本的役割は②，③，⑤，⑥，⑦であった。これらの中
で特に有効性が見られたのは，「聞く・書く・読む・計
算」といった学習支援と本人とその周囲の児童の健康
安全確保であった。
　今回の事例では，支援員の支援時間が週２日間で
あった。そのこともありルールを守る規範意識，社会
的スキルの向上，周囲の児童の障害理解の促進は，有
効性を確かめられるまでは至らなかった。今後，支援
員の活用にあたっては学校経営，学級経営の中で支援
員を位置づけて取り組む必要があろう。
（２）支援員に求められる知識とスキル
　今回の事例から支援員に望まれる知識とスキルとし
て次の二つがあげられる。
　一つは，特別な支援を必要とする児童の困り感を感
じ取り，それに対応した支援ができることである。も
う一つは，時間が限られた中で担任と支援員の打ち合
わせを行なわざるをえないために学級経営方針や特別
な支援を必要とする児童の授業および生活指導のねら
いを的確に理解し対応することである。
　平成２０年度文部科学省委託事業において，「社会人の
学び直しニーズ対応教育推進事業」として「特別支援
教育支援員養成講座」を実施している自治体があるが，
必ずしも行政と教育現場が連携しているわけではな
い。今後，支援員の養成を組織的に行っていくことが

表２　Ａの行動の変化
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基本的要件である。
（３）支援員と学級担任等との連携
　支援員に担任等から個別の指導計画やそれに類する
個人カルテ等の資料の提示が必要である。児童に対す
る事前情報が必要であり，連携のために不可欠な連絡
手段と時間の確保も必要である。
　児童の健康安全確保は，校内での見守りが必要であ
り，事前の対策も講ずる必要がある。Aの困難さの理
解をすすめるために学級全員を対象とした，他者理

解，自己理解をすすめる計画的学習や，啓発活動の実
施が必要である。
　加えて児童の社会性の支援は自己コントロール力と
の関連が強く，常日頃から場面ごとその都度，対応す
る必要がある。
①支援をつなげる工夫
ａ）支援記録の活用
　支援記録の様式を学級支援員，担任，特別支援教育
コーディネーターが供覧してコメント記入する様式に

表３　支援と子どもの行動
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した。支援記録を供覧する機会を設けることにより紙
面上ではあるが，児童の状態，効果的なアプローチ，
失敗の事例から次の課題について，関係者が一同に考
えることができた。また，支援員は教員とは異なった
立場で子どもにかかわるので，その立場からの気づき
や発見が，大切な支援情報になる場合もある。その気
づきについて，簡易でも記録を残すことが，情報を有
効活用することにつながる。
ｂ）連絡表
　大切なのは誰がどんな役割を分担し，いつまでにど
の程度行うか明確にしておくことである。同学級で協
働する支援員に前時までの様子を伝達することで，そ
れらを踏まえた隙のない支援になると考え，連絡表を
利用した。連絡表を見れば，その日の児童の状態が把
握でき，次の支援の予測を立てることもできた。これ
により，パニックを事前に予測して，担任と対応策を
話し合うこともできた。
ｃ）授業予定表
　支援に入る前，対象児童が困る場面を予測して支援
の準備をするためには担任からの次週の予定表の情報
が必要である。支援員と担任が事前打ち合わせを行
い，支援方針の共通理解をすすめることが連携の第一
歩である。支援員の有効活用を考えるとき，時間ごと
に明確な支援目標や方法を持って取り組むかどうかが
鍵である。そのため予定を確実に伝える工夫が必要で
ある。
　一般的には支援の内容や対象児童の特性などは，個
別の教育支援計画に記載されている。
　支援を繋げていくためには，学級担任等が個別の指
導計画を用いて支援員にその内容を説明することが最
初に行うべきことである。その際，支援対象となる児
童だけでなく，その学級の他の児童への対応上の配慮
点なども共通理解がなされると，その後の支援がス
ムースに進むようになる。支援が開始されてから機会
を捉えて，打ち合わせや情報交換を行い，同一歩調で
支援を進めることが必要不可欠であり，支援の安定性
を増し，効果を高めることに繋がるであろう。
（４）支援員制度における支援の対象と方法
　今回の実践では，支援員の支援対象を「特別な支援
を必要とする全ての児童」と設定しながらも学級全体
の活動を支援する意識で臨んだ。その結果，実際に困
り感を抱える多くの児童に場面ごとに支援をすること
はできた。しかし，Aが在席する小学校では，全体の
２５～３０パーセントの児童に支援員が必要な場合，全員
にマンツーマンで支援員を配置することは不可能であ
る。今回の実践では，特別な支援を必要とする一人の
児童に支援員が重点的に支援することにより他の児童
に特段の支援をしなくても担任の授業が成立し，学級
運営が可能となった。支援対象の児童への支援形態は
様々である。その子に対する直接的支援と周囲の児童

との関係を重視した間接的支援の両者を用い，場面に
あった支援を行っていくことが必要である。支援員が
対象の児童が周囲との関係を形成できるように意図的
にかかわる場面を作る工夫をすることが効率的な支援
員の運用につながると考えられる。
（５）支援員を受け入れる学校の要件
　支援員には，特別支援教育コーディネーター，担任，
その他の教師と連携しながら特別な支援を必要とする
児童の支援をすることが求められる。支援員を活用す
る学校では，以下の点を準備をしておく必要があろ
う。
①校内支援体制を整備し，誰がいつどのような役割を
果たすのかを明確にしておく。
②担任，コーディネーター，支援員が，どのような連
携，協力の仕方をするのかを事前に決めておく。
③業務開始前の打ち合わせで，担任が個別の指導計画
を用いて，対象児童の特性，長期目標，短期目標，
指導内容と指導の進め方を支援員に理解できるよう
に説明する
④担任と支援員の打ち合わせを業務と位置づけ，時間
を確保する。支援の事前打ち合わせで，授業予定を
知らせること，支援員の報告後に支援方法を検討す
る。
⑤支援員の支援が適切であるかについて，学校は経営
上の課題としてその状況を評価し必要なら改善して
いく必要がある。評価する際には，担任と支援員の
共通理解が図られているか，必要な情報が支援員に
知らされているかも確認する。
⑥教員にとって常識的なことであっても，支援員には
よく分からないことも多いだろう。教員が圧倒的に
多い職場に，少人数で入る支援員の心情に配慮する
ことも必要である。教員の側から支援員に声をかけ
て，積極的なコミュニケーションを図る。

Ⅴ．おわりに

　平成１９年度より特別支援教育の制度が開始され，そ
の措置の一つとして「特別支援教育支援員」の活用が
ある。特別支援教育支援員が支援の効果を発揮してい
くために支援員と学級担任等との授業の補助の仕方，
学級担任等と支援員との連携の計り方等を検討してい
くことが考えられる。本研究は，通常の学級に在席し
ているADHDの診断が下っている２年生男児に対し
て現職教員が特別支援教育の支援員として加わった
８ヶ月間の試行的な実践を行ったものである。その結
果，２年生男児は，入室時間と着席時間が長くなり，学
習活動への参加も効果的な個別的支援があれば参加で
きるようになる等の行動の変化が見られた。変化の要
因として２年生男児にとって無理のない目標をスモー
ルステップで設定したこと，正（プラス）の行動を取っ
た時や約束を守った時には大いに褒めて強化したこ
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と，聴覚の優位性を生かした支援や工作への集中力と
想像力を生かした支援，担任と本児の良さを共に見取
ろうとする支援等が考えられた。実践を通して支援員
の役割，支援員と担任との連携，支援員の効果的支援，
支援員の立場から支援を行う上での困惑と要望等が検
討された。
　今後，小学校において支援員の配置を望む声は増大
するであろう。支援員を有効に活用するためには，各
地域と学校が計画的に支援員を育成する事業を拡充し
なければならないし，支援員自身も研修を通して必要

な知識とスキルを獲得していく必要があろう。また，
現在ある資源を有効に活用しながら学校と支援員の機
能が高まる仕組みを作る必要があろう。
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